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○有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針 

                    平成28年11月７日  総務省告示第417号 

                 改正 平成30年７月６日  総務省告示第239号 

改正 令和元年７月12日  総務省告示第110号 

改正 令和２年10月１日  総務省告示第294号 

改正 令和３年６月16日  総務省告示第195号 

改正 令和３年７月30日  総務省告示第277号 

改正 令和７年５月30日  総務省告示第183号 

 

 中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第18条第３項の規定に基づき、有線テ

レビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針を次のように定めたので、同条第５項

の規定に基づき、公表する。 

 

第１ 現状認識 

１ 全体の傾向 

 有線テレビジョン放送業は、放送法（昭和25年法律第132号）第126条第１項の登

録を受けて自主放送を行う事業者数が452者（令和５年度末）、営業収益が4,795億

円（令和５年度）、従業者数が15,510人（令和５年度末。2024年情報通信業基本調

査の回答企業180社の合計）、加入世帯数が3,184万世帯（令和５年度末）という市

場規模であり、我が国の過半数以上の世帯に広く普及する国民生活の重要な情報通

信基盤である。また、市町村の区域等を業務区域とするため、地域における情報発

信、経済活性化や雇用創出、災害時の被災情報や避難情報等の伝達に重要な役割を

果たす地域密着メディアである。 

 映像配信サービスについては、技術の進展等に伴い、通信回線を利用したＩＰＴ

Ｖが提供され、平成27年には、世界最大の米国企業が日本市場に参入しネット配信

サービスを開始するなど、厳しい競争環境にある中で、近年、有線テレビジョン放

送の加入世帯数の増加は鈍化傾向にあり、営業収益も、平成22年度の5,437億円を

ピークに微減傾向に転じている。 

 また、ブロードバンド化により、通信回線でも映像配信サービスが提供される中

で、有線テレビジョン放送事業者は、従来の映像配信サービスに加え、ブロードバ

ンドサービスなどの通信サービスをセットで提供することが電気通信事業者との

競争上必要となっている。通信業を含めた収益全体は増加傾向（平成30年度：１兆

4,679億円、令和５年度：１兆6,787億円）にあり、通信業は、令和５年度の収益全

体に占める割合が約71％に達しているところ、ブロードバンド市場では、コンテン

ツの大容量化に伴い、通信速度の高速化を図ることが競争上重要となっているた

め、新たに４Ｋ・８Ｋ番組用の伝送容量を確保しつつ、ブロードバンドサービスの

高速化を図っていくことが経営力向上を図るために必要となる。 

 さらに、災害時の情報伝達といった公共的役割を含め、安定的・継続的なサービ

ス提供を行うことが経営力の基盤であり、「国土強靱化基本計画」（令和５年７月

閣議決定）でも、同趣旨から有線テレビジョン放送を含めて災害対策等を推進する

旨が定められており、ケーブルネットワークの光化・複線化などネットワークの強



2 

 

靱化を行うことが必要である。 

２ 業態の特徴 

 有線テレビジョン放送は、そのサービスの提供上、業務区域内における各加入者

宅まで光ファイバや同軸ケーブルなどの有線電気通信設備を敷設することが必要

な装置産業（令和５年度末の幹線路の合計距離は約55万km）であり、労働力よりも

資本設備により多く依存する資本集約型産業である。 

 また、情報通信分野は技術革新が著しいため、経営力向上の観点からは、技術の

進展に応じて不断に設備投資を行いネットワークの高度化・効率化等を図ることに

より、サービスの多様化・高度化等を行うとともに、これらを適時適切に行うため

の最新の技術に対応した専門知識を有する人材を確保・育成すること等が必要とな

る。 

 有線テレビジョン放送事業者の経営規模を見ると、資本金5,000万円以下の事業

者が約20％とその割合は高くはないが、従業者数では、100人以下の事業者が約90％

と高く、多額の投資負担が困難な中小企業者等（中小企業等経営強化法第２条に規

定する中小企業者等をいう。以下同じ。）の割合が高いところ、４Ｋ・８Ｋ対応、

ブロードバンドサービスの高速化、ネットワークの強靱化など、技術の急速な進展

等に応じた設備投資等を速やかに行うことが必要となっている。 

第２ 経営力向上の内容に関する事項 

１ 基本的事項 

 有線テレビジョン放送業は、有線テレビジョン放送ネットワークを用いてサービ

スを利用者に提供し、その対価として利用者から月額料金を徴収する事業形態であ

り、利用者数に利用者料金を乗じて得た収益を基本とする構造となっている。収益

を拡大し経営力を向上させるためには、第１の現状認識に立ち、有線テレビジョン

放送ネットワークの高度化・効率化等を図り、サービスの多様化・高度化を行うこ

と等によって、利用者数を拡大するか、一利用者からの料金収入を増加させるか、

あるいはその双方を実現することを中核として取り組むことが必要となる。 

２ 具体的事項 

 現に有する経営資源又は事業承継等により他の有線テレビジョン放送事業者等

から取得した又は提供された経営資源に関し、有線テレビジョン放送業において

は、経営力向上に向けて、一のイからトまでに掲げる事項を、二の表の左欄に掲げ

る有線テレビジョン放送事業者の規模に応じ、同表右欄に掲げるところにより、実

施するものとする。 

一 経営力向上の内容 

イ ４Ｋ・８Ｋの推進 

平成30年に衛星放送による４Ｋ・８Ｋ実用放送が開始したところ、これまで

の視聴実態やアンケート調査等で４Ｋ・８Ｋサービスに関するニーズを把握

し、財務内容に与える影響について多角的に分析した上で４Ｋ・８Ｋ番組の月

額料金や割引料金等を設定するほか、従業員に４Ｋ・８Ｋの知識・技能習得の

ため業界団体等主催の研修・講習の受講・資格取得などを推進しつつ、当該実

用放送の再放送を含め、有線テレビジョン放送ネットワークで多くの４Ｋ・８
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Ｋ番組が視聴できる環境等を整備するため、次の取組を行う。 

⑴ 伝送路の光回線化等により必要な帯域を確保する。 

⑵ ヘッドエンドやアンテナ等の局内設備やセットトップボックスの高度化

等を行う。 

⑶ ４Ｋ番組の自社制作、国内外での販売等に取り組む。 

ロ ケーブル・プラットフォームの構築・活用 

⑴ ＩＰによる映像伝送を可能とする機能、既存ＩＤの事業者間連携機能、ネ

ットワーク監視システムの共用活用機能、コンテンツの共有化を可能とする

機能（ＡＪＣ－ＣＭＳ機能）、クラウドサービスによる顧客管理システム（Ｓ

ＭＳ）機能等の構築・活用により、サービスの高度化・効率化を行う。 

⑵ 既存ＩＤの事業者間連携機能については、個人番号カードを活用したサー

ビスの導入に取り組む。 

ハ 放送ネットワークの強靱化 

  有線テレビジョンの放送ネットワークは、有線電気通信設備を用いてテレビ

ジョン放送の業務を行う有線テレビジョン放送事業者の基本的なインフラで

ある。平時においては自主放送や多チャンネル放送等のほか、放送法により義

務付けられている受信障害区域における地上デジタルテレビ放送を、また、災

害時においても、ＮＨＫなどに義務付けられている被害を軽減するために役立

つ放送の再放送を行うための基盤であり、有線テレビジョン放送事業者にとっ

て必須の経営資源である。これを高度に利用し、確実かつ安定的なサービスの

提供を通じて経営能力を強化するためには、様々な事態を想定した維持管理策

が不可欠であることから、放送ネットワークの強靱化として、次の取組を行う。 

⑴ 災害時にネットワークの遮断が生じないように、伝送路の二重化や非常用

の電源供給手段の確保等を行う。 

⑵ 耐用年数を経過した老朽化設備については、伝送路にあってはより耐災害

性の高い光回線に更新するなど、できる限り速やかな更新を行う。 

ニ ブロードバンドサービスの高速化 

  消費者の購買傾向等の情報や需要を分析し、ＦＴＴＨサービスの導入など、

ブロードバンドサービスの高速化に取り組む。 

ホ 無線通信サービスの導入 

  消費者の購買傾向等の情報や需要を分析し、ＭＶＮＯサービスや地域ＢＷＡ

サービスの導入等に取り組む。 

へ 営業活動に関する事項 

⑴ 付加価値の創出、向上 

  営業活動やサービス提供を通じて得られた顧客の情報・要望等を企画等へ

反映し、顧客にとってより付加価値の高いサービスの創出、向上を図る。そ

の際、視聴実態に係る情報の収集・活用など、ＩｏＴ、ビッグデータ等の新

たな技術を活用することが有効である。 

⑵ 他の有線テレビジョン放送事業者等との連携等強化 

  他の有線テレビジョン放送事業者等との連携又は他の有線テレビジョン

放送事業者等からの事業承継等により提供サービスの拡充を図る。また、他

の有線テレビジョン放送事業者等との連携等又は他の有線テレビジョン放
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送事業者等からの事業承継等により新たなサービスを提供する。例えば、自

社が有するノウハウや技術等の経営資源と有線テレビジョン放送業以外の

事業を行う者の経営資源とを組み合わせることにより、新たな営業機会を創

出するといったことが考えられる。 

⑶ 情報通信技術の導入等 

  営業力の強化による新規顧客の獲得及び既存顧客への付加価値向上のた

めに、営業支援システム、顧客管理システム、需要動向等のデータを分析す

るシステムその他の情報システムを構築する。 

 また、財務、会計、人事、給与管理等に、一般に販売されている業務用ソ

フトウェア又はクラウドサービス等の標準的なシステムを導入することに

より、管理部門の業務の効率化を推進する。 

 なお、その際には、不正なアクセス等による情報漏えい対策等を講ずるよ

う留意する。 

⑷ 経営資源の組合せ 

  サービスの提供の方法を効率化するため、現に有する経営資源及び他の有

線テレビジョン放送事業者等から取得した又は提供された経営資源を有効

に組み合わせて一体的に活用する。 

ト 従業員等に関する事項 

⑴ 人材育成の強化 

  ４Ｋ・８Ｋ等の最新の技術動向等を踏まえ、自社の強み及び経営環境に応

じて顧客にとってより付加価値の高いサービスの創出、向上を図ることがで

きる人材を育成する。なお、中小企業者等については、一人で複数の業務を

担っている従業員も多く、状況に応じて柔軟に多様な業務に対応することが

できる人材の育成が重要である点に留意する。 

  また、自社で研修を実施することが難しい中小企業者等については、外部

の公共機関、事業者団体等が主催する研修会等を積極的に活用する。 

⑵ 地域人材の確保 

  業務の実施区域が一定の規模に限定され、地域情報の発信を期待されてい

る有線テレビジョン放送業においては、当該地域に精通した人材は欠かせな

い。そのため、地域の学校からの職業体験の受入れやインターンシップ、地

域番組における取材活動などを通じて、有線テレビジョン放送業の魅力の向

上・発信を行い、これらの業界を志す若年層の拡大を図ることにより、人材

確保に努める。 

⑶ 情報通信技術人材の育成・確保 

  情報通信技術を利活用してサービスの付加価値を高めるためには、社内の

情報通信技術人材を育成することは重要である。社内での情報通信技術人材

の確保が困難な場合には、外部の専門家を活用することが有効である。 

(4) 組織の活力の向上による人材の有効活用 

従業員の健康増進に資する取組を含む職場環境の整備改善、従業員の適正

な評価その他の取組により、従業員の離職率低下、意欲の増進その他組織の

活力の向上を図り、従業員の能力を有効活用しつつ定着を促進する。 

二 規模別の整理 
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イ 現に有する経営資源を利用する場合 

届出をした

有線テレビ

ジョン放送

事業者 

一イ⑴から⑶まで、ロ⑴若しくは⑵、ハ⑴若しくは⑵、ニ又はホ

に掲げる事項のうち１項目以上 

一ヘ⑴から⑶まで又はト⑴から⑶までに掲げる事項のうち１項目

以上 

合計２項目以上 

登録を受け

た有線テレ

ビジョン放

送事業者 

一イ⑴から⑶まで、ロ⑴若しくは⑵、ハ⑴若しくは⑵、ニ又はホ

に掲げる事項のうち１項目以上 

一ヘ⑴から⑶まで又はト⑴から⑶までに掲げる事項のうち１項目

以上 

合計３項目以上 

ロ 事業承継等により他の有線テレビジョン放送事業者等から取得した又は提

供された経営資源を利用する場合 

届出をした

有線テレビ

ジョン放送

事業者 

一イ⑴から⑶まで、ロ⑴若しくは⑵、ハ⑴若しくは⑵、ニ又はホ

に掲げる事項のうち１項目以上 

一ヘ⑴から⑷まで又はト⑴から⑶までに掲げる事項のうち１項目

以上 

合計２項目以上 

登録を受け

た有線テレ

ビジョン放

送事業者 

一イ⑴から⑶まで、ロ⑴若しくは⑵、ハ⑴若しくは⑵、ニ又はホ

に掲げる事項のうち１項目以上 

一へ⑴から⑷まで又はト⑴から⑶までに掲げる事項のうち１項目

以上 

合計３項目以上 

第３ 経営力向上の実施方法に関する事項 

１ 計画期間 

  計画期間は３年間ないし５年間とする。 

２ 要件 

  計画策定に当たり、有線テレビジョン放送事業者が目標とすべき指標等は、次の

一又は二に掲げる区分に応じてそれぞれ一又は二に定めるものとする。 

一 現に有する経営資源を利用する場合 

 次に掲げるいずれかの指標とする。 

イ 労働生産性 

 労働生産性(注)について、５年間の計画の場合、計画期間である５年後までの

目標伸び率が２％以上のものを求める。計画期間が４年間の場合は1.5％以上

の目標を、３年間の場合は１％以上の目標を求める。 

なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求め

る。 

特定事業者等は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び減

価償却費の合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよう努

めるものとする。 
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(注) 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量

（労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間）で除したものとする。 

ロ 有線テレビジョン放送ネットワークの光回線化増加率 

 光ファイバの幹線路距離、ＦＴＴＨ方式の引込端子数又は加入世帯数につい

て、５年間の計画の場合、計画期間である５年後までの目標伸び率が５％以上

のものを求める。計画期間が３年間の場合は２％以上の目標を、４年間の場合

は3.5％以上の目標を求める。 

二 事業承継等により他の有線テレビジョン放送事業者等から取得した又は提供

された経営資源を利用する場合 

イ 事業承継の促進 

 特定事業者等が事業承継等（中小企業等経営強化法第２条第10項第９号に掲

げるものを除く。以下、この号において同じ。）を行う場合にあっては、次に

掲げる取組を支援対象とする。 

⑴ 事業の継続が困難である他の有線テレビジョン放送事業者等の事業を承

継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組 

⑵ 他の有線テレビジョン放送事業者等の事業を承継するもののうち、事業承

継等による経営資源の組み合わせを通じた労働生産性の向上を目的とする

取組 

ロ 経営指標 

 次に掲げるいずれかの指標とする。 

⑴ 労働生産性 

  労働生産性(注)について、５年間の計画の場合、計画期間である５年後まで

の目標伸び率が２％以上のものを求める。計画期間が４年間の場合は1.5％

以上の目標を、３年間の場合は１％以上の目標を求める。 

なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求め

る。 

特定事業者等は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び

減価償却費の合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよ

う努めるものとする。 

(注) 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入

量（労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間）で除したものとす

る。 

⑵ 有線テレビジョン放送ネットワークの光回線化増加率 

  光ファイバの幹線路距離、ＦＴＴＨ方式の引込端子数又は加入世帯数につ

いて、５年間の計画の場合、計画期間である５年後までの目標伸び率が５％

以上のものを求める。計画期間が３年間の場合は２％以上の目標を、４年間

の場合は3.5％以上の目標を求める。 

３ 売上高が100億円を超えるまでの目標期間 

中小企業等経営強化法施行規則（平成11年通商産業省令第74号）第16条第３項の

経済産業大臣の確認を受けて経営力向上計画の認定の申請を行おうとする特定事

業者等は、経営力向上に係る事業の実施を通じて100億円を超える売上高を目指す

期間（以下「目標期間」という。）を設定をするものとする。なお、目標期間は10
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年を超えないものとする。 

４ 経営力向上に係る事業の実施に当たり留意すべき事項 

特定事業者等は、経営力向上に係る事業を行うに先立ち、「ローカルベンチマー

ク」(注)等を用いて自社の現状を具体的に分析し、経営課題を整理するとともに、経

営力向上に係る事業を的確に実施するため、当該事業が経営課題の解決に資するこ

とを明確化するものとする。 

(注) 「ローカルベンチマーク」とは、企業の経営者等と支援機関が、企業の経営状

態を把握し、互いに対話を行うための基本的な枠組みである。具体的には、六つ

の財務情報（売上高増加率、営業利益率、一人当たり営業利益、ＥＢＩＴＤＡ有

利子負債倍率、営業運転資本回転期間及び自己資本比率）並びに商流・業務フロ

ー及び四つの視点（経営者、関係者、事業及び内部管理体制）に係る非財務情報

から構成される。 

第４ 経営力向上の促進に当たって国が配慮すべき事項 

１ 雇用への配慮 

 国は、人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に配

慮するものとする。組織再編行為が従業員等に与える影響が大きいことに鑑み、事

業承継等を行う場合にあっては、特に配慮するものとする。 

２ 申請手続の簡素化 

国は、申請手続の負担を軽減するため、電子申請システムの開発及び利用促進に

努める。 

３ 地域経済の健全な発展 

 国は、地域経済の健全な発展に配慮するため、地域経済の維持・強化に資する事

業承継等に係る取組を促進するものとする。 

４ 計画進捗状況の把握の推奨 

 国は、経営力向上計画の進捗状況を有線テレビジョン放送事業者自ら定期的に把

握することを推奨する。 

５ 外部専門家の活用 

 国は、経営力向上計画の認定、計画進捗状況の調査及び助言・指導に際しては、

その事業内容及び経営目標が適切か否かを判断するに当たって、必要に応じて認定

事業分野別経営力向上推進機関及び認定経営革新等支援機関その他の専門家の知

見を活用する。 

６ 信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨 

 国は、中小企業等に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図る

ことに加え、中小企業等が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を

向上させ、中小企業等の財務経営力の強化を図ることが、経営力向上の促進のため

に重要であるとの観点から、中小企業等に対し、「中小企業の会計に関する基本要

領」又は「中小企業の会計に関する指針」その他の会計ルールに拠った信頼性のあ

る計算書類等の作成及び活用を推奨する。 
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７ 中小企業等の規模に応じた計画認定 

 国は、中小企業等による幅広い取組を促すため、中小企業等の規模に応じて柔軟

に計画認定を行う。 

８ 中小企業等の事業承継の円滑化に向けた環境整備 

 国は、中小企業等が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行うことが

できるよう、中小企業等が事業承継を円滑に行うことができる環境を整備するもの

とする。 

第５ 事業分野別経営力向上推進業務に関する事項 

 認定事業分野別経営力向上推進機関には、１に掲げる要件を満たし、かつ、２に掲

げる業務を行うための知見及び能力を有することを求める。 

１ 要件 

一 組織体制 

イ 有線テレビジョン放送業界全体のニーズや動向等について、十分な知見や情

報発信力があること。 

ロ 有線テレビジョン放送業界の経営力向上を推進するための人員体制が十分

に確立されていること。 

ハ 事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る１年以上の実務経験

を含む３年以上の普及啓発及び研修又は調査研究に係る実務経験を有してい

る者により、２に掲げる業務を行うこと。 

ニ 事業分野別経営力向上推進業務を行う者が中核となって、実質的に人材管理

の適切な実施等を通じ、自らの監督と責任の下に下部組織等を活用して、事業

分野別経営力向上推進業務を実施する体制を有していること。 

二 事業基盤 

イ 会員からの会費収入、自主事業による収入又は自治体からの財政的支援等、

適切な収入基盤を有すること。 

ロ 決算報告書等、事業基盤の健全性を確認できる書類等を作成していること。 

２ 業務 

一 本指針に定めた事項に関する普及啓発及び研修 

二 当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見に関する情報の収集、整

理及び分析並びに調査研究等 

３ 事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項 

一 国が配慮すべき事項 

イ 国は、地域における中小企業等の支援の担い手を多様化・活性化し、中小企

業等に対して専門性の高い支援を行うための支援体制の充実を図るものとす

る。 

ロ 国は、事業分野別経営力向上推進業務を行う者に対して、必要な制度概要等

の周知徹底に努めるものとする。 

ハ 国は、事業分野別経営力向上推進業務を行おうとする者が認定の申請を行う

際に必要となる書類の簡素化に努めるものとする。 

ニ 国は、認定事業分野別経営力向上推進機関に対して、政策評価の観点から、



9 

 

定期的に事業分野別経営力向上推進業務の実施状況や成果について、任意の調

査等を実施するものとする。 

ホ 国は、認定事業分野別経営力向上推進機関に対する任意の調査等の結果、

個々の認定事業分野別経営力向上推進機関の特性等を踏まえ、必要に応じ、当

該認定事業分野別経営力向上推進機関の事業分野別経営力向上推進業務の成

果について報告を求める等により、当該認定事業分野別経営力向上推進機関に

よる支援体制の状況等を把握するものとする。 

二 認定事業分野別経営力向上推進機関が配慮すべき事項 

イ 認定事業分野別経営力向上推進機関は、事業分野別経営力向上推進業務の実

施に当たって、合理的な理由なく、特定の事業者を支援対象から外すことのな

いようにすること。 

ロ 認定事業分野別経営力向上推進機関は、業務上知り得た秘密の保持による信

頼の確保を図ること。 

第６ 適用範囲 

本指針の適用範囲は、放送法第126条第１項の登録を受け、又は同法第133条第１項

の規定による届出をした有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う

一般放送事業者とする。 

 

   附 則（平成30年７月６日  総務省告示第239号） 

 この告示は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成30年法律第26号）の施

行の日（平成30年７月９日）から施行する。 

 

   附 則（令和元年７月12日  総務省告示第110号） 

 この告示は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法の一部

を改正する法律（令和元年法律第21号）の施行の日から施行する。 

 

附 則（令和３年７月30日  総務省告示第277号） 

この告示は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第70号）

の施行の日（令和３年８月２日）から施行する。 


